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明
治
前
期
に
お
け
る
士
族
授
産
事
業
と
旧
藩
社
会

―
石
川
県
を
事
例
に
―

濱 

田　

恭 

幸

キ
ー
ワ
ー
ド
：
旧
藩
士
族
／
旧
藩
主
／
旧
誼
／
事
業
／
鉄
道

は
じ
め
に

近
年
、
華
族
が
有
し
た
旧
大
名
と
い
う
側
面
に
注
目
し
、
近
代
に
お
け
る
旧
藩
主
と
旧
藩
社
会
の
関
係
を
問
う
大
名
華
族
研
究
が
盛
ん

で
あ
る
。
柳
教
烈
氏
は
、
大
名
華
族
が
「
旧
藩
主
―
旧
藩
士
族
」
と
い
う
旧
誼
関
係
に
基
づ
き
旧
藩
領
で
の
事
業
に
積
極
的
に
投
資
し
、

大
名
華
族
の
旧
藩
領
に
対
す
る
影
響
力
が
明
治
二
〇
年
代
に
お
い
て
政
治
的
に
も
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
）
1
（

。
真
辺
将
之
氏

は
、
旧
佐
倉
藩
堀
田
家
を
事
例
に
、
明
治
期
に
お
け
る
「
藩
」・「
藩
士
」
と
い
っ
た
士
族
意
識
を
思
想
史
的
に
分
析
し
、
旧
重
臣
層
と
旧

藩
士
と
の
間
で
士
族
意
識
を
め
ぐ
っ
て
差
異
・
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
）
2
（

。
九
州
史
学
研
究
会
で
は
、「
大
名
華
族
と
旧
藩

意
識
」
と
い
う
特
集
も
組
ま
れ
て
お
り
）
3
（

、
近
代
に
お
け
る
大
名
華
族
が
一
つ
の
研
究
領
域
と
し
て
確
立
し
つ
つ
あ
る
。

中
で
も
、
旧
柳
川
藩
主
立
花
家
を
事
例
に
、
旧
藩
主
家
に
残
る
史
料
群
を
駆
使
し
た
内
山
一
幸
氏
の
研
究
は
注
目
さ
れ
る
）
4
（

。
内
山
氏
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は
、
財
政
構
造
・
意
志
決
定
機
関
と
い
っ
た
明
治
期
の
旧
藩
主
家
の
内
部
構
造
の
解
明
と
と
も
に
、
旧
藩
領
と
東
京
邸
の
双
方
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
る
旧
藩
社
会
と
旧
藩
主
家
の
関
係
を
検
討
し
た
。

こ
れ
ら
の
大
名
華
族
研
究
は
、
概
ね
旧
藩
社
会
・
旧
藩
主
が
様
々
な
事
業
を
行
い
地
方
の
近
代
化
を
推
進
し
た
と
い
う
結
論
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
士
族
を
中
心
と
す
る
旧
藩
出
身
者
の
社
会
的
結
合
の
集
合
体
で
あ
る
旧
藩
社
会
が
、
事
業
の
遂
行
を
阻
害
す
る
こ
と
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
旧
藩
の
大
き
さ
、「
旧
藩
主
―
旧
藩
士
族
」
関
係
に
よ
る
「
旧
誼
」
）
5
（

、
明
治
維
新
・
廃
藩
置
県
の
経
験
は
旧
藩
に

よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
旧
藩
社
会
が
地
方
の
近
代
化
に
対
し
て
持
っ
た
影
響
力
は
、
各
地
域
の
事
例
を
ふ
ま
え
、
よ
り
多
角
的
に
検
討
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
士
族
授
産
事
業
を
分
析
対
象
と
す
る
。
吉
川
秀
造
氏
は
、
技
術
移
植
・
不
動
産
開
発
な
ど
の
点
で
間
接
的
に
産
業
発
達
・

資
本
主
義
形
成
に
寄
与
し
た
も
の
の
、
士
族
授
産
事
業
は
「
士
族
の
商
法
」
と
し
て
明
治
二
〇
年
代
に
ほ
と
ん
ど
が
失
敗
し
た
と
位
置
づ

け
た
）
6
（

。
一
方
、
士
族
授
産
事
業
が
、
士
族
以
外
の
事
業
と
比
較
し
て
も
、「
士
族
授
産
事
業
＝
失
敗
」
と
固
定
的
に
把
握
す
る
べ
き
で
な

い
と
い
う
反
論
が
出
さ
れ
て
い
る
）
7
（

。

こ
れ
ら
の
士
族
授
産
研
究
は
、
各
地
域
に
お
け
る
個
別
の
授
産
事
業
の
内
容
・
経
営
史
的
分
析
に
終
始
し
が
ち
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

そ
の
中
で
も
、
後
藤
致
人
氏
は
、
士
族
授
産
事
業
が
従
来
の
旧
藩
主
・
旧
藩
士
の
社
会
的
結
合
を
再
編
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
士
族
社

会
内
部
に
対
立
を
惹
起
し
「
お
家
騒
動
」
の
背
景
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
）
8
（

、
士
族
授
産
事
業
を
旧
藩
社
会
の
視
点
か
ら
分

析
し
た
点
で
独
自
性
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
藤
氏
に
お
い
て
も
、
分
析
範
囲
が
旧
藩
内
部
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
士
族
授
産
事
業

が
当
該
期
の
他
の
事
業
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
は
未
検
討
で
あ
る
。
大
名
華
族
研
究
に
も
あ
て
は
ま
る
が
、「
旧
藩
主
―
旧

藩
士
族
」
関
係
に
よ
る
「
旧
誼
」
を
、
士
族
以
外
・
旧
藩
領
の
外
と
い
っ
た
旧
藩
の
周
囲
に
も
視
点
を
置
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
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明治前期における士族授産事業と旧藩社会

以
上
を
ふ
ま
え
、
本
稿
は
石
川
県
の
士
族
授
産
事
業
を
旧
藩
社
会
に
お
け
る
事
業
と
し
て
検
討
す
る
。
石
川
県
に
つ
い
て
は
、
奥
田
晴

樹
氏
が
地
方
都
市
金
沢
に
お
け
る
士
族
の
居
住
分
布
・
授
産
事
業
を
概
観
し
て
い
る
）
9
（

。
ま
た
、
松
村
敏
氏
は
、
公
益
財
団
法
人
前
田
育
徳

会
所
蔵
の
家
政
史
料
を
分
析
し
、
明
治
期
に
お
け
る
旧
加
賀
藩
主
前
田
家
の
資
産
構
造
・
意
志
決
定
過
程
・
投
資
行
動
を
明
ら
か
に
し

た
）
10
（

。
松
村
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
期
、
前
田
家
は
旧
藩
士
族
の
要
求
を
聞
き
つ
つ
も
自
立
し
た
意
識
を
持
っ
て
投
資
を
行
っ
て
い
た
と
い

う
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
旧
加
賀
藩
士
族
が
ど
の
よ
う
な
志
向
を
持
っ
て
事
業
を
選
択
し
た
の
か
、
士
族
授
産

事
業
が
他
事
業
・
他
地
域
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
実
施
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
注
目
す
る
。

な
お
、
引
用
す
る
史
料
の
句
読
点
・
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
旧
仮
名
遣
い
・
旧
字
は
適
宜
現
代
仮
名
遣
い
・
常

用
漢
字
に
直
し
て
い
る
。

第
一
章　

廃
藩
置
県
後
の
石
川
県

第
一
節　

旧
加
賀
藩
士
族
と
県
政

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
政
府
へ
の
金
沢
藩
の
届
け
出
に
よ
れ
ば
、
金
沢
藩
は
石
高
一
〇
二
万
二
七
〇
〇
石
、
士
族
七
七
九
七
人
・

卒
九
七
〇
三
人
で
合
計
一
万
七
五
〇
〇
人
と
報
告
し
て
い
る
）
11
（

。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
時
の
士
族
数
は
、
士
族
七
〇
七
七

人
、
卒
九
四
七
四
人
で
合
計
一
万
六
五
五
一
人
で
あ
っ
た
）
12
（

。
そ
の
後
県
域
の
変
遷
に
伴
い
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
は
士
族
数
七
四
五

二
人
・
卒
九
九
八
六
人
で
合
計
一
万
七
四
三
八
人
）
13
（

、
現
在
の
石
川
県
域
（
加
賀
・
能
登
）
と
な
っ
た
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
士
族
数

は
一
万
四
六
二
七
人
で
あ
っ
た
）
14
（

。
士
族
の
大
半
は
城
下
町
金
沢
に
居
住
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
金
沢
の
全
人
口
の
約
四
割
を
士
族
と
そ
の

家
族
が
占
め
て
い
た
）
15
（

。
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初
代
県
令
に
は
、
旧
薩
摩
藩
士
族
の
内
田
政
風
）
16
（

が
赴
任
し
た
。
廃
藩
置
県
以
前
の
金
沢
藩
首
脳
部
は
木
戸
孝
允
ら
長
州
閥
に
つ
な
が
ろ

う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
壮
年
の
旧
加
賀
藩
士
族
は
薩
摩
閥
を
志
向
し
た
よ
う
で
あ
る
。
初
代
県
令
に
旧
薩
摩
藩

士
の
内
田
が
就
任
し
た
背
景
に
は
、
県
令
内
田
を
通
し
て
薩
摩
閥
、
特
に
旧
主
島
津
久
光
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
旧
加
賀
藩
士
族
の
意
向

が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
）
17
（

。

明
治
初
期
の
石
川
県
政
は
、
旧
藩
士
族
と
県
庁
が
結
合
し
県
の
統
治
が
困
難
な
「
難
治
県
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
）
18
（

、

史
料
的
制
約
も
あ
り
不
分
明
な
部
分
が
多
い
。
た
だ
、
内
田
は
赴
任
当
初
に
旧
加
賀
藩
士
族
・
旧
藩
主
前
田
家
に
つ
い
て
大
久
保
利
通
・

西
郷
隆
盛
ら
に
報
告
し
て
い
る
）
19
（

。
内
田
に
よ
れ
ば
、
加
賀
藩
は
大
藩
で
過
分
な
禄
で
あ
っ
た
た
め
、
旧
加
賀
藩
士
族
は
「
遊
惰
」
で
「
踏

込
勉
励
」
す
る
者
が
少
な
く
減
禄
の
み
を
懸
念
し
て
い
る
と
観
察
す
る
。
ま
た
、「
天
下
之
大
藩
ニ
テ
内
の
ミ
知
リ
各
藩
と
親
ミ
ヲ
不
付
」

と
し
て
、
他
藩
と
の
交
流
・
協
同
の
気
象
が
乏
し
い
と
指
摘
す
る
。
旧
藩
主
前
田
家
に
つ
い
て
は
「
お
の
れ
か
活
計
の
み
ヲ
心
配
」
し
て

今
日
の
形
勢
を
弁
え
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
、
内
田
は
旧
加
賀
藩
士
族
・
旧
藩
主
の
性
質
を
「
一
笑
」
す
べ
き
も
の
と
批

判
し
、
協
力
・
勉
励
の
気
質
を
持
つ
よ
う
に
改
善
す
る
こ
と
が
急
務
だ
と
提
言
し
た
。
こ
れ
は
赴
任
当
初
の
内
田
の
見
解
で
あ
る
が
、
そ

の
後
の
旧
加
賀
藩
士
族
は
内
田
の
見
解
を
払
拭
す
る
か
の
よ
う
に
活
発
な
政
治
活
動
を
繰
り
広
げ
て
い
く
。

第
二
節　

忠
告
社
の
成
立

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
一
二
月
、
旧
加
賀
藩
士
族
を
も
と
に
政
治
結
社
忠
告
社
が
結
成
さ
れ
た
。
忠
告
社
は
）
20
（

、
民
権
拡
張
を
掲
げ
、

傘
下
に
教
育
機
関
と
し
て
明
義
社
、
士
族
授
産
結
社
と
し
て
開
業
社
を
設
置
し
た
。
開
業
社
は
、
一
株
二
五
円
で
三
〇
〇
〇
株
を
募
集
し

て
七
万
五
〇
〇
〇
円
を
創
業
資
金
と
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
士
族
授
産
の
内
容
は
、
金
沢
に
産
業
場
を
設
置
、
能
登
で
の
製
塩
、
北
海
道

で
の
鮭
・
鯡
漁
、
北
海
道
石
狩
で
の
開
墾
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
実
際
に
創
業
し
た
形
跡
は
な
く
、
開
業
社
は
計
画
段
階
で
頓
挫
し
た

4



明治前期における士族授産事業と旧藩社会

と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
県
治
上
、
忠
告
社
の
影
響
力
は
政
府
に
と
っ
て
見
逃
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
初
期
に
金
沢
区
長
を
務
め
て
い
た
警

察
官
僚
後
藤
松
吉
郎
は
、
当
時
の
石
川
県
政
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
）
21
（

。

　

先
ず
石
川
県
の
状
況
が
如
何
で
あ
っ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
前
に
申
上
げ
た
る
如
く
私
は
其
当
時
区
長
を
し
て
居
り
ま
し
て
、

（
中
略
）
其
前
に
藤
勉
一
（
杉
村
寛
正
―
筆
者
注
）
と
い
う
人
が
権
参
事
を
し
て
居
っ
て
、
其
人
が
地
方
官
会
議
の
前
に
辞
職
を
し

て
、
忠
告
社
の
主
領
と
な
っ
た
、
そ
れ
で
我
々
は
其
時
分
忠
告
社
の
内
で
学
校
党
と
暗
に
称
へ
ま
し
た
が
区
長
、
学
区
取
締
、
其
他

教
員
学
生
迄
も
誘
導
し
て
忠
告
社
に
入
れ
る
と
い
う
次
第
で
、
甚
だ
今
か
ら
考
へ
て
見
る
と
穏
な
ら
ぬ
次
第
で
あ
っ
た
、
彼
の
藤
勉

一
と
い
う
人
が
辞
職
し
た
後
に
熊
野
九
郎
と
い
う
人
が
来
て
参
事
と
な
り
、
此
忠
告
社
を
ど
う
し
て
も
破
壊
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
考
を
以
て
居
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其
忠
告
社
中
に
兵
隊
党
と
い
う
も
の
が
居
っ
た
、
そ
れ
は
彼
の
御
親
兵
又
は
士
族
か

ら
募
ら
れ
て
居
っ
た
所
の
兵
隊
の
解
隊
さ
れ
た
の
が
帰
っ
て
来
て
不
平
党
と
な
っ
て
、
或
部
分
は
寺
に
這
入
っ
て
矢
張
其
隊
を
解
か

ぬ
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
、
島
田
一
郎
な
ど
は
其
首
領
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
又
其
中
間
に
後
日
東
京
に
出
て
あ
ば
れ
た
御
承
知
の
遠
藤
秀
景
、
あ
れ
は
金
沢
藩
の
海
軍
に
居
っ
た
男
で
あ
る
、
是
も
忠

告
社
員
で
あ
り
な
が
ら
一
風
変
っ
て
居
っ
て
学
校
党
と
兵
隊
党
の
間
に
中
立
し
て
居
っ
た
（
後
略
）。

こ
の
回
想
は
忠
告
社
設
立
時
の
県
政
の
模
様
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
。
忠
告
社
の
首
領
は
元
石
川
県
権
参
事
の
藤
勉
一
）
22
（

と
い
う
人
で
あ

り
、「
学
校
党
」
と
称
し
て
区
長
・
学
区
取
締
・
教
員
・
学
生
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
忠
告
社
員
を
組
織
し
て
い
た
。
一
方
で
、
忠
告
社

中
に
は
士
族
・
元
軍
人
を
集
め
た
「
兵
隊
党
」
と
い
う
別
の
武
断
的
な
一
派
が
あ
り
、
島
田
一
郎
）
23
（

が
首
領
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
学
校
党
」

5



と
「
兵
隊
党
」
の
中
間
に
、
遠
藤
秀
景
）
24
（

と
い
う
人
物
が
い
た
。
忠
告
社
は
県
行
政
に
も
広
く
組
織
の
手
を
広
め
つ
つ
も
、
内
部
に
激
し
い

派
閥
対
立
を
抱
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
忠
告
社
に
よ
っ
て
県
政
が
不
安
定
な
石
川
県
に
対
し
て
、
明
治
政
府
も
治
定
が
急
務
で
あ
る
と
し
て
危
険
視
し
て
い

た
）
25
（

。
政
府
の
対
策
は
大
き
く
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
に
、
旧
加
賀
藩
士
族
が
薩
摩
閥
寄
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
配
慮
し
、
薩
摩
出
身
の
官
員
を

派
遣
す
る
こ
と
で
あ
る
。
川
路
利
良
大
警
視
は
、
石
川
県
で
は
士
族
が
警
察
内
部
に
も
一
派
を
形
成
し
て
い
る
た
め
、
石
川
県
か
ら
の
警

察
官
派
遣
要
請
に
対
し
て
、
薩
摩
出
身
の
警
察
官
を
派
遣
す
る
べ
き
と
内
務
卿
大
久
保
利
通
に
提
言
し
て
い
た
）
26
（

。
第
二
に
、
県
官
吏
と
旧

加
賀
藩
士
族
の
関
係
性
を
断
ち
切
る
た
め
、
薩
摩
出
身
の
県
官
を
更
迭
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
と
真
逆
の
対
策
で
あ
る
が
、
実
際
に
実

施
さ
れ
た
の
は
第
二
の
対
策
で
あ
っ
た
。
明
治
八
年
四
月
に
石
川
県
令
内
田
政
風
は
転
任
と
な
り
、
後
任
に
は
岐
阜
県
士
族
の
桐
山
純
孝

が
就
任
し
た
。
ま
た
、
杉
村
寛
正
の
後
任
の
権
参
事
に
は
山
口
県
士
族
の
熊
野
九
郎
が
赴
任
し
た
が
、
先
の
後
藤
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
熊

野
は
忠
告
社
の
撲
滅
を
企
図
し
て
い
た
。
実
際
に
、
桐
山
県
令
時
、
政
府
は
旧
加
賀
藩
士
族
の
中
に
密
偵
を
忍
び
込
ま
せ
、「
再
挙
之
気

力
」
が
あ
る
士
族
を
積
極
的
に
告
発
す
る
方
針
を
と
っ
て
い
た
）
27
（

。

以
上
の
政
府
に
よ
る
対
策
に
加
え
て
、
島
田
一
郎
ら
「
兵
隊
党
」
が
大
久
保
利
通
暗
殺
の
罪
で
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
た
た
め
、
忠
告
社

は
ほ
ぼ
解
散
状
態
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
28
（

。
し
か
し
、
旧
加
賀
藩
士
族
は
活
動
を
全
て
停
止
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
不
平
士
族
に
対
す
る

官
憲
の
弾
圧
・
監
視
の
目
が
厳
し
い
こ
と
か
ら
）
29
（

、
旧
加
賀
藩
士
族
は
県
庁
と
協
力
し
て
士
族
授
産
事
業
を
推
進
し
て
い
く
の
で
あ
る
）
30
（

。

第
二
章　

士
族
授
産
結
社　

起
業
会
の
成
立

第
一
節　

起
業
会
の
組
織
・
趣
旨
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明治前期における士族授産事業と旧藩社会

明
治
一
三
年
八
月
、
前
田
家
当
主
前
田
利
嗣
は
家
扶
の
寺
西
成
器
・
北
川
亥
之
作
を
通
し
て
、
旧
加
賀
藩
士
族
に
「
起
業
会
議
規
則
」

を
通
達
し
た
）
31
（

。
以
下
、
規
則
を
も
と
に
起
業
会
の
概
要
を
検
討
す
る
。

起
業
会
と
は
、
旧
加
賀
藩
士
族
の
た
め
の
士
族
授
産
事
業
を
審
議
・
実
施
す
る
組
織
で
あ
る
。
事
業
は
「
国
産
ヲ
増
殖
」
す
る
も
の
に

限
定
さ
れ
た
。
総
代
議
員
は
、
士
族
三
〇
〇
戸
に
つ
き
一
名
の
割
合
で
選
出
す
る
。
選
挙
人
・
被
選
挙
人
は
旧
加
賀
藩
士
族
の
戸
主
の
み

で
あ
っ
た
。
議
案
は
各
総
代
議
員
か
ら
の
建
議
、
資
金
補
助
者
で
あ
る
前
田
家
か
ら
の
下
付
、
議
員
以
外
の
士
族
か
ら
の
建
議
、
県
庁
よ

り
の
下
付
・
下
問
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
議
案
は
前
田
家
の
認
可
を
必
須
と
し
て
い
る
。

旧
藩
主
前
田
家
が
起
業
会
を
設
立
し
た
意
図
は
、
禄
券
・
旧
習
に
慣
れ
座
食
し
て
い
る
士
族
の
旧
態
を
改
め
、
士
族
自
身
の
生
活
を
救

済
し
、
日
本
の
国
力
発
展
に
寄
与
し
て
華
族
の
本
分
を
尽
く
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
32
（

。
こ
れ
に
対
し
、
旧
加
賀
藩
士
族
も
応
答
し
て
い

る
）
33
（

。
旧
加
賀
藩
士
族
は
、
起
業
会
を
設
立
す
る
理
由
と
し
て
、
旧
藩
主
へ
の
「
旧
誼
」
に
報
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
加
え
て
、
旧
加
賀

藩
士
族
は
、
起
業
会
で
審
議
す
る
議
案
を
旧
藩
主
家
の
家
政
担
当
で
あ
る
家
令
・
家
扶
で
は
な
く
、
旧
家
老
層
の
「
八
家
）
34
（

」
に
集
め
る
べ

き
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
起
業
会
に
対
し
て
、
旧
藩
主
が
国
力
培
養
に
よ
る
国
家
へ
の
貢
献
を
説
く
一
方
で
、
旧
藩
士
族
は
旧
藩

主
と
の
「
旧
誼
」
関
係
を
重
視
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

規
則
の
通
達
後
、
起
業
会
の
総
代
議
員
が
選
出
さ
れ
た
。
総
代
議
員
三
七
名
の
う
ち
七
名
が
旧
忠
告
社
幹
部
で
あ
り
、
副
議
長
に
は
忠

告
社
首
領
で
あ
っ
た
杉
村
寛
正
が
就
任
し
た
）
35
（

。

第
二
節　

起
業
会
に
寄
せ
ら
れ
た
建
議
案

士
族
授
産
結
社
と
し
て
設
立
さ
れ
た
起
業
会
で
あ
る
が
、
議
事
録
の
存
在
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
建
議
案
は
残
っ
て
お

り
、
そ
の
分
析
か
ら
起
業
会
に
ど
の
よ
う
な
事
業
案
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
か
検
討
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
建
議
案
は
四
一
あ
り
、
総
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【表1】　起業会建議案一覧
「起業会建議案目次」（『起業会建議案』所収、金沢市立玉川図書館近世史料館所蔵）をもとに作成。

31番が欠落しているが史料表記をそのまま採用した。

番号 氏名 題目
1 赤座孝清 能登で製塩業を奨励
2 小川孜成 北海道移民の観奨、前田町・前田村を形成
3 古澤篤清 蒸気船・帆前船を買入て海運業経営
4 神尾直養 陶器・漆器・銅器製造業を営業、工場を経営
5 岡本信義 起業基礎会社を設立して資金蓄積、起業上の金融機関を設立
6 長崎三治 貿易業を経営
7 野村寛 加越能物産会社を設立
8 中川忠良 養蚕製糸摺糸の会社設立
9 水上喜三ほか3名 養蚕の奨励

10 稲本悠三ほか13名 犀川・浅野川を合流し金石築港を実行
11 伊藤貞平 安部屋より田鶴濱に至る運河開鑿
12 櫻井信勝 勧業場の設置、金貸営業
13 石橋惟一 前田家下賜金を当分預入れて利殖を計る
14 山内信一 大桑山・卯辰山等に芦栗を培養、砂糖の製造
15 岡田重明 起業会社の設立、能美郡に製糸所設立、払下の尾小谷鉱山経営
16 竹中栄則 荒蕪地の開墾、飛騨境の木葉を茶の肥料とする
17 寺尾卓爾 北海道への移住開墾を奨励
18 横山隆平ほか4名 旧君補助金を預金、その利子で適当の事業を経営

旧臣力に応し資金を作り尽力
19 奥田則直 牧牛事業を起業
20 松田義正ほか2名 河北潟沙山切割新開
21 信田正等 牧牛、牧馬、開拓、漁業、鉄道、運輸船
22 田平寛行 小間・小者を士族に準じて起業に従事させる
23 明石季賢 鉱業経営
24 竹中真澄 物産会社の設立
25 藤野生幸 鉄道敷設
26 水尾信守ほか1名 丸太焼の製造販売、物産会社の設立
27 田中也松ほか2名 義倉の設置
28 小原儀弘 新川郡亀ヶ谷・大野郡西谷鉱山を経営
29 山岸弘 養蚕、製糸、織絹事業の勃興
30 松宮生西ほか198名 鉄道（金沢―敦賀）の敷設
32 瀧川永頼ほか3名 金沢敦賀間鉄道の敷設
33 寺島篤二 現在の工業諸会社への補助
34 森静一 養蚕製糸業の勃興
35 山本貞敏
ほか2611人

開拓、上新川郡黒牧村等十二ヶ村荒蕪地
千路潟河北潟を新開

36 杉山直諒ほか1名 楮、桑、茶、桐、﨔の植裁
37 吉川宝次郞ほか13名 金沢敦賀間の鉄道敷設
38 中山直 綿織業の奨励
39 辰巳啓ほか1名 恩賜金利子で同族経営の会社を助成
40 森盛次ほか2名 就産会社を作り七尾港に造船所等を設置、同港の開発
41 大久保菊太郎 汽船会社を設置、七尾港に造船場を設置
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明治前期における士族授産事業と旧藩社会

代
議
員
以
外
の
士
族
か
ら
の
建
議
案
が
多
数
を
占
め
て
い
る
）
36
（

。
表
一
は
建
議
の
内
容
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
建
議
の
内
容
は
多
岐
に
わ

た
る
が
、
本
稿
で
は
大
き
く
四
つ
に
分
け
て
分
析
す
る
。

第
一
の
事
業
は
、
北
海
道
へ
の
移
住
開
拓
で
あ
る
。
数
あ
る
建
議
案
の
中
で
、
こ
の
北
海
道
へ
の
移
住
開
墾
が
最
も
賛
成
者
が
多
い
）
37
（

。

開
拓
は
「
腕
力
ア
ル
モ
ノ
善
ク
忍
耐
シ
テ
一
尺
ヲ
開
ケ
ハ
一
尺
ノ
利
ア
リ
、
一
日
ヲ
労
ス
レ
ハ
一
日
ノ
益
」
を
出
せ
る
も
の
で
あ
り
、
忍

耐
・
努
力
の
み
あ
れ
ば
実
施
で
き
る
点
で
士
族
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
開
拓
先
は
土
地
が
広
大
な
北
海
道
が
最
適
で
あ
り
、
旧
加

賀
藩
士
族
が
移
住
・
開
拓
し
て
「
前
田
村
・
前
田
町
」
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
）
38
（

。
ま
た
、「
鉄
道
造
船
ハ
技
術
者
ニ
非
ラ
ス
ン

ハ
為
ス
可
カ
ラ
ス
、
故
ニ
無
芸
不
能
ニ
シ
テ
日
ニ
迫
ル
ノ
窮
士
族
」
に
は
適
さ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
）
39
（

。

第
二
の
事
業
は
、
物
産
会
社
の
設
立
で
あ
る
）
40
（

。
士
族
授
産
の
失
敗
を
回
避
す
る
た
め
に
は
商
品
の
売
買
・
流
通
の
経
路
を
開
拓
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
金
沢
に
本
店
、
開
港
場
の
横
浜
・
神
戸
に
支
店
を
設
置
し
、
生
糸
・
絹
布
・
陶
器
・
漆
器
な
ど
の
石
川
県
の
特
産
品

を
扱
う
物
産
会
社
の
設
立
を
企
図
し
た
。
た
だ
し
、
一
般
平
民
の
商
品
も
扱
う
が
、
士
族
の
た
め
の
利
益
を
第
一
と
す
る
と
強
調
し
て
い

る
。第

三
の
事
業
は
、
起
業
資
金
と
し
て
の
蓄
積
で
あ
る
）
41
（

。
事
業
を
一
つ
に
限
定
す
る
と
内
容
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
起
き
て
し
ま
う
た
め
、

前
田
家
か
ら
の
資
金
を
金
融
機
関
に
預
け
て
利
子
を
蓄
積
し
、
既
に
行
わ
れ
て
い
る
事
業
・
起
業
計
画
中
の
事
業
に
貸
し
付
け
る
こ
と
を

起
業
会
の
本
務
と
し
た
。
起
業
資
金
と
し
て
の
蓄
積
は
、
旧
「
八
家
」
で
あ
る
横
山
隆
平
も
建
議
案
を
提
出
し
て
い
る
）
42
（

。
横
山
は
、
旧
藩

主
か
ら
の
資
金
に
対
し
て
、
そ
の
「
旧
誼
」
に
酬
い
る
こ
と
が
旧
臣
と
し
て
の
義
務
と
す
る
。
そ
し
て
、
起
業
会
の
事
業
は
「
此
挙
ヤ
本

県
士
族
ノ
為
ニ
旧
君
公
ノ
厚
誼
ヲ
尽
シ
玉
ウ
ノ
趣
意
ナ
レ
ハ
、
官
貸
ヲ
仰
キ
或
ハ
士
族
外
ヨ
リ
補
助
ヲ
要
ス
ル
カ
如
キ
ハ
抑
末
ナ
リ
、
必

旧
君
公
ト
士
族
ト
ノ
間
ニ
於
テ
事
ヲ
尽
ス
」
べ
き
と
主
張
し
、
官
・
平
民
か
ら
の
補
助
を
拒
否
し
、
あ
く
ま
で
「
旧
藩
主
―
旧
藩
士
族
」

の
関
係
に
基
づ
く
事
業
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
。
特
定
の
事
業
で
は
な
く
資
金
蓄
積
を
提
案
し
た
理
由
は
、「
門
閥
ニ
生
レ
テ
百
般
ノ
事

9



情
ニ
疎
ク
如
此
ノ
大
事
業
ニ
膺
リ
衆
議
ヲ
採
択
シ
精
緻
ヲ
分
析
シ
其
当
否
ヲ
論
判
ス
ル
ノ
見
解
ヲ
立
ル
コ
ト
能
ワ
ス
」
と
し
て
、
門
閥
出

身
の
た
め
事
業
の
選
択
に
疎
い
と
述
べ
て
い
る
）
43
（

。

第
四
の
事
業
は
、
敦
賀
か
ら
金
沢
ま
で
の
鉄
道
敷
設
で
あ
る
）
44
（

。
こ
の
鉄
道
敷
設
案
は
、
北
海
道
へ
の
移
住
開
拓
に
次
い
で
賛
成
者
が
多

い
建
議
で
あ
る
）
45
（

。
敦
賀
か
ら
金
沢
ま
で
を
敷
設
路
線
と
す
る
理
由
は
、
北
陸
の
交
通
は
陸
路
が
山
脈
で
峻
嶮
、
海
路
も
波
浪
が
激
し
く
物

流
が
域
内
に
停
滞
し
が
ち
で
あ
る
と
指
摘
し
、
官
設
鉄
道
と
の
接
続
工
事
が
進
む
敦
賀
）
46
（

か
ら
金
沢
ま
で
の
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
な
け
れ
ば
金

沢
の
衰
退
を
招
く
と
危
惧
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
物
流
の
改
善
は
国
益
・
国
力
の
増
進
に
つ
な
が
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
建
議

案
は
、
他
の
建
議
案
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、「
旧
誼
」
に
基
づ
き
士
族
の
み
に
事
業
の
利
益
を
限
定
す
る
と
い
う
文
言
は
見
ら
れ
な
い
点

が
特
徴
的
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
様
々
な
士
族
授
産
事
業
の
建
議
案
が
起
業
会
に
寄
せ
ら
れ
た
が
、
旧
加
賀
藩
士
族
は
鉄
道
派
と
開
拓
派
に
分
か
れ
て

対
立
し
た
）
47
（

。
開
拓
派
を
主
導
し
た
の
は
、
忠
告
社
で
中
間
的
立
場
を
取
っ
て
い
た
遠
藤
秀
景
で
あ
る
。
遠
藤
は
、
明
治
一
三
年
四
月
に
盁

進
社
と
い
う
政
治
結
社
を
設
立
し
て
お
り
、
士
族
授
産
事
業
と
し
て
北
海
道
開
拓
を
主
張
し
た
。
鉄
道
派
は
、
杉
村
寛
正
な
ど
旧
忠
告
社

幹
部
が
主
導
し
て
い
た
）
48
（

。
両
派
の
対
立
は
、
双
方
の
事
務
所
・
会
合
を
襲
撃
す
る
な
ど
暴
力
沙
汰
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
一
方
、
起
業
会

に
資
金
を
出
す
旧
藩
主
前
田
家
は
、
旧
藩
領
・
旧
藩
士
族
と
の
「
旧
誼
」
と
い
う
よ
り
も
、
国
益
を
増
進
さ
せ
る
事
業
に
投
資
し
て
あ
く

ま
で
も
大
名
華
族
と
し
て
の
本
分
を
尽
く
す
と
い
う
点
か
ら
鉄
道
敷
設
事
業
を
志
向
し
て
い
た
）
49
（

。

そ
の
後
起
業
会
は
一
度
解
散
と
な
る
話
が
持
ち
上
が
っ
た
が
、
最
終
的
に
、
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
二
月
に
遠
藤
ら
盁
進
社
を
含

む
五
名
の
事
務
委
員
を
新
た
に
選
出
し
、
北
海
道
開
拓
を
士
族
授
産
事
業
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
で
再
出
発
し
た
）
50
（

。
実
際
に
開
拓
事
業
を

行
う
起
業
社
が
創
設
さ
れ
、
前
田
家
よ
り
明
治
一
六
年
か
ら
明
治
一
八
年
ま
で
八
万
円
の
資
金
提
供
を
受
け
て
、
北
海
道
岩
内
郡
犂
野
舞

納
村
で
移
住
・
開
拓
が
行
わ
れ
た
。
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
に
は
村
名
を
「
前
田
村
」
と
改
名
し
て
開
拓
事
業
を
実
施
し
て
い
た

10



明治前期における士族授産事業と旧藩社会

が
、
負
債
を
重
ね
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
に
は
事
業
を
終
え
て
い
る
。

本
章
を
ま
と
め
る
と
、
旧
藩
主
と
旧
藩
士
族
の
共
同
で
士
族
授
産
事
業
が
計
画
さ
れ
つ
つ
も
、
志
向
す
る
事
業
の
内
容
、
事
業
に
対
す

る
位
置
づ
け
に
は
ズ
レ
が
あ
っ
た
。
鉄
道
敷
設
事
業
は
、
起
業
会
の
士
族
授
産
事
業
で
は
な
く
、
前
田
家
に
よ
る
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
実
際
に
計
画
さ
れ
た
鉄
道
敷
設
事
業
と
し
て
、
東
北
鉄
道
敷
設
事
業
を
検
討
す
る
。

第
三
章　

東
北
鉄
道
敷
設
事
業
と
そ
の
挫
折

第
一
節　

敷
設
計
画

明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
八
月
、
前
田
家
当
主
前
田
利
嗣
・
旧
越
前
藩
主
松
平
慶
永
を
は
じ
め
加
賀
・
能
登
・
越
中
・
越
前
の
旧
藩

主
が
、
東
本
願
寺
・
西
本
願
寺
僧
正
と
連
名
で
東
北
鉄
道
会
社
創
立
願
を
東
京
府
知
事
松
田
道
之
に
提
出
し
た
）
51
（

。
起
草
・
願
書
の
作
成
は

前
田
家
が
担
当
し
て
い
る
。
東
北
鉄
道
会
社
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
〇
年
代
前
半
の
民
間
に
お
け
る
鉄
道
事
業
構
想
の
一
つ
と
し
て
分
析

さ
れ
て
い
る
）
52
（

。
し
か
し
、
敷
設
を
め
ぐ
る
会
社
内
部
の
対
立
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

創
設
願
書
に
よ
る
と
、
敷
設
路
線
は
優
先
順
位
を
つ
け
て
三
期
に
分
け
ら
れ
、
第
一
期
線
は
官
設
鉄
道
の
敷
設
が
進
む
滋
賀
県
柳
ヶ
瀬

か
ら
富
山
、
第
二
期
線
は
長
浜
―
三
重
県
四
日
市
港
と
富
山
―
新
潟
県
柏
崎
、
第
三
期
線
は
柏
崎
―
新
潟
と
な
っ
て
い
る
。
敷
設
目
的

は
、
第
二
章
の
起
業
会
に
寄
せ
ら
れ
た
鉄
道
敷
設
案
と
同
一
で
、
北
陸
地
域
は
物
産
・
人
口
が
豊
か
で
あ
る
が
海
陸
交
通
網
が
不
便
で
あ

る
た
め
殖
産
・
起
業
が
衰
退
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
長
浜
・
四
日
市
港
）
53
（

と
の
接
続
が
な
け
れ
ば
、
鉄
道
敷
設
に
よ
る
経
済
効
果
は

な
い
と
主
張
し
た
。
発
起
株
主
を
ま
と
め
た
の
が
表
二
で
あ
る
。
総
資
本
金
四
五
〇
万
円
の
う
ち
、
加
賀
・
能
登
・
越
前
・
越
中
の
旧
藩

主
、
真
宗
本
願
寺
の
東
西
僧
正
か
ら
発
起
人
株
と
し
て
四
八
万
六
〇
〇
〇
円
を
集
め
、
残
り
は
一
株
二
五
円
で
敷
設
地
域
か
ら
株
式
を
募

11



集
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
理
事
委
員
と
し
て
、
旧
加
賀
藩
士
族
で
忠
告
社
幹
部

で
あ
っ
た
長
谷
川
準
也
）
54
（

・
中
村
俊
次
郞
）
55
（

が
選
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

第
二
節　

発
起
人
の
権
限
と
株
主
募
集

創
立
願
の
提
出
後
、
東
北
鉄
道
会
社
は
敷
設
地
域
で
の
株
式
募
集
に
着
手
し
た
。
株

式
は
加
賀
・
能
登
・
越
前
・
越
中
の
旧
国
ご
と
に
、
地
租
額
の
多
寡
に
応
じ
て
募
集
額

が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
中
村
尚
史
氏
は
地
方
行
政
組
織
を
動
員
し
て
株
式
が
募
集

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
56
（

。
し
か
し
、
東
北
鉄
道
会
社
の
株
式
募
集
は
、
募

集
範
囲
・
株
主
の
権
限
を
め
ぐ
っ
て
会
社
内
部
で
意
見
が
対
立
し
て
い
た
。
本
節
で

は
、「
鉄
道
敷
設
ニ
関
ス
ル
一
件
書
類
写
綴
）
57
（

」
と
い
う
史
料
を
用
い
て
検
討
す
る
。

東
北
鉄
道
会
社
で
最
も
大
き
な
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
発
起
人
と
株
主
と
の
権
限
の

違
い
で
あ
る
。
旧
藩
主
ら
の
発
起
人
は
、
会
社
の
事
業
内
容
に
関
す
る
権
限
を
有
し
て

い
た
）
58
（

。
ま
ず
、
第
一
期
・
第
二
期
・
第
三
期
の
敷
設
路
線
に
着
手
す
る
順
序
の
決
定
権

で
あ
る
。
こ
の
敷
設
順
序
に
つ
い
て
は
、
敷
設
地
域
で
募
集
す
る
株
主
に
は
変
更
す
る
権
限
が
な
い
と
定
め
て
い
た
。
そ
の
他
に
、
発
起

人
は
、
敷
設
工
事
に
お
け
る
官
設
・
民
設
の
区
分
の
決
定
権
、
株
金
募
集
の
方
法
、
創
立
事
務
所
の
位
置
、
創
業
費
用
の
区
分
・
使
用
方

法
に
つ
い
て
審
議
・
決
定
す
る
権
限
を
持
つ
。

し
か
し
、
株
式
募
集
を
進
め
る
過
程
で
、
こ
の
発
起
人
の
範
囲
・
権
限
を
広
め
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
金
沢
事

務
所
か
ら
の
意
見
書
は
、
一
〇
〇
株
以
上
を
所
有
す
る
株
主
に
は
「
追
加
発
起
人
」
と
し
て
発
起
人
と
同
等
の
権
限
を
与
え
る
こ
と
を
求

【表2】東北鉄道会社発起人株式高一覧
日本国有鉄道総裁室修史課編『工部省記録鉄道之部 自巻二十三至
巻二十六』（日本国有鉄道、1977年）15頁をもとに作成。

氏名 株式高 (円 )
前田利嗣 前田家15代当主 202,000
大谷光螢 東本願寺第22代法主 70,000
松平茂昭 福井藩松平家17代藩主 65,000
大谷光尊 西本願寺派21世門主 50,000
前田齊泰 加賀藩前田家12代藩主 35,000
松平慶永 福井藩松平家16代藩主 25,000
前田利同 富山藩前田家13代藩主 12,000
前田利鬯 大聖寺藩前田家14代藩主 10,000
土井利恒 大野藩土井家8代藩主 5,000
前田利武 前田齊泰の12男 5,000
本多副元 幕末期越前福井藩家老 3,000
小笠原長育 越前勝山藩小笠原家10代藩主の長男 2,500
有馬道純 越前丸岡藩有馬家8代藩主 1,000
間部詮道 越前鯖江藩間部家9代藩主 500
合計 486,000

12



明治前期における士族授産事業と旧藩社会

め
た
）
59
（

。
そ
の
理
由
を
、
意
見
書
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

而
シ
テ
当
会
社
創
立
ノ
事
ハ
已
ニ
首
唱
連
署
者
ニ
於
テ
出
願
シ
了
タ
リ
、
故
ニ
今
日
在
テ
一
ニ
従
事
ス
ヘ
キ
ハ
唯
株
式
募
集
ノ
事
務

ア
ル
ノ
ミ
、
又
百
株
以
上
ノ
株
主
中
其
望
ニ
応
シ
テ
発
起
人
ニ
加
ル
所
以
ハ
旧
領
各
地
応
募
者
ノ
内
或
ハ
発
起
人
タ
ル
ノ
責
任
ヲ
負

ウ
ヲ
欲
セ
ス
シ
テ
反
テ
之
ヲ
嫌
ウ
ノ
情
ア
リ
、
或
ハ
旧
領
主
等
華
族
諸
公
ノ
発
起
タ
ル
ヲ
以
テ
其
資
産
ノ
多
少
ヲ
忘
ス
レ
、
只
管
旧

恩
ニ
酬
ユ
ル
ノ
情
誼
ノ
一
点
ニ
因
テ
加
入
ス
ル
モ
ノ
ノ
如
キ
ハ
、
却
テ
華
族
外
ノ
発
起
人
ア
ル
ヲ
喜
ハ
サ
ル
ノ
状
ア
リ
、
現
ニ
加
越

能
三
州
人
民
ノ
気
向
ニ
於
テ
ハ
右
ノ
情
状
ヲ
視
ル
モ
ノ
尠
カ
ラ
ス
、
甚
タ
募
集
上
ニ
渋
縮
ヲ
致
ス
ノ
憂
ア
リ

株
主
に
は
自
ら
発
起
人
に
加
わ
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
者
も
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
東
北
鉄
道
会
社
が
旧
藩
主

を
発
起
人
と
し
て
設
立
し
た
会
社
で
あ
る
た
め
、「
旧
誼
」
に
基
づ
い
て
株
主
と
な
っ
た
者
が
「
華
族
外
」
＝
旧
藩
主
以
外
の
発
起
人
を

好
ま
な
い
傾
向
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
が
敷
設
地
域
で
は
強
く
、
東
北
鉄
道
会
社
の
株
主
募
集
は
捗
っ

て
い
な
か
っ
た
。「
旧
誼
」
に
基
づ
い
た
株
主
と
は
お
そ
ら
く
旧
藩
士
族
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
旧
藩
主
と
の
「
旧

誼
」
は
、
事
業
へ
の
参
画
を
め
ぐ
っ
て
抑
制
的
に
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
旧
加
賀
藩
士
族
は
前
田
家
に
対
し
て
、
旧
富

山
藩
主
・
旧
大
聖
寺
藩
主
・
旧
越
前
藩
主
・
東
西
本
願
寺
僧
正
が
発
起
人
に
加
入
し
て
い
る
点
で
、
東
北
鉄
道
会
社
は
旧
加
賀
藩
士
族
の

た
め
の
事
業
で
は
な
い
と
反
対
す
る
意
見
書
を
送
っ
て
い
た
）
60
（

。
こ
の
意
見
書
か
ら
は
、
旧
加
賀
藩
士
族
の
「
旧
誼
」
は
、
他
の
旧
藩
を
も

除
き
、
あ
く
ま
で
自
藩
の
旧
藩
主
と
の
関
係
性
の
み
に
限
定
す
る
ほ
ど
強
固
な
面
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
旧
誼
」
が
持
つ
事
業
の
閉
鎖
性
に
対
し
て
、
反
対
意
見
を
総
括
し
た
の
は
越
前
地
域
の
旧
藩
主
で
あ
っ
た
。
越
前
地
域
の
旧
藩
主
は

連
名
で
前
田
利
嗣
・
利
鬯
ら
前
田
家
に
意
見
書
を
送
り
、
株
主
に
事
業
費
用
を
負
担
さ
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
計
画
の
全
権

13



を
華
士
族
だ
け
で
占
有
し
て
い
る
の
は
「
社
会
ノ
輿
論
」
に
基
づ
く
事
業
で
は
な
い
と
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
）
61
（

。
さ
ら
に
、
事
業
の
経

費
を
負
担
す
る
こ
と
は
事
業
内
容
へ
の
発
言
権
を
獲
得
す
る
条
件
で
あ
り
、
華
士
族
平
民
の
別
が
な
い
強
固
な
事
業
を
目
指
す
べ
き
と
指

摘
し
た
。

越
前
地
域
の
旧
藩
主
は
そ
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
意
見
書
を
東
北
鉄
道
会
社
に
寄
せ
て
い
る
。
第
一
に
、
第
一
期
線
工
事
の
鉄
道
局
へ

の
委
託
で
あ
る
。
華
士
族
に
は
敷
設
工
事
を
行
う
技
術
・
経
験
が
な
い
た
め
、
官
設
鉄
道
の
敷
設
を
進
め
る
政
府
に
委
託
す
る
こ
と
を
提

案
し
た
）
62
（

。
こ
れ
を
受
け
て
、
東
北
鉄
道
会
社
で
は
、
工
部
省
鉄
道
局
工
務
技
長
を
務
め
て
い
た
原
口
要
の
雇
用
を
計
画
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
）
63
（

。
第
二
に
、
社
長
の
選
出
で
あ
る
。
大
名
華
族
で
は
、
金
沢
・
福
井
・
富
山
の
旧
藩
領
、
大
名
華
族
が
居
住
す
る
東
京
の
各
地
の
意

向
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
衆
心
を
統
轄
し
て
事
業
を
実
施
で
き
る
適
任
者
の
選
出
を
提
案
し
た
）
64
（

。

こ
れ
ら
の
越
前
地
域
の
旧
藩
主
に
よ
る
意
見
書
に
対
し
て
、
東
西
本
願
寺
の
僧
正
は
発
起
人
拡
大
案
・
工
事
委
託
案
と
も
に
賛
成
し
て

い
る
）
65
（

。
一
方
、
前
田
家
は
社
長
選
出
案
に
賛
意
を
示
し
て
は
い
な
か
っ
た
）
66
（

。

第
三
節　

敷
設
計
画
の
中
止

明
治
一
五
年
一
二
月
、
鉄
道
局
長
井
上
勝
は
東
北
鉄
道
会
社
の
路
線
に
関
し
て
政
府
へ
上
申
し
た
）
67
（

。
上
申
は
、
柳
ヶ
瀬
―
敦
賀
―
富
山

の
第
一
期
線
を
変
更
し
て
、
越
前
坂
井
港
を
起
点
と
し
て
二
つ
の
路
線
に
分
け
、
一
つ
は
福
井
ま
で
、
も
う
一
つ
を
金
沢
―
越
中
伏
木
港

―
富
山
ま
で
と
し
た
。
理
由
は
、
福
井
か
ら
敦
賀
ま
で
は
山
脈
が
峻
嶮
で
敷
設
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
越
前
坂
井
港
―
富
山
間
は
東
西
両

端
が
山
脈
で
囲
ま
れ
て
い
る
が
港
湾
に
よ
る
海
運
の
利
便
性
が
あ
る
た
め
、
港
湾
に
鉄
道
が
接
続
す
れ
ば
物
流
の
改
善
が
望
め
る
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
。
政
府
は
、
敦
賀
港
ま
で
の
鉄
道
敷
設
を
断
念
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
路
線
変
更
を
受
け
て
、
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
年
六
月
、
越
前
地
域
の
旧
藩
主
は
東
北
鉄
道
会
社
か
ら
の
除
名
を
請
願
し
た
）
68
（

。
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同
年
一
月
、
越
前
地
域
の
株
主
は
発
起
人
で
あ
る
在
京
の
旧
藩
主
に
請
願
書
を
送
付
し
、
敦
賀
―
柳
ヶ
瀬
間
と
の
鉄
道
敷
設
が
第
一
で

あ
り
、
越
前
坂
井
港
を
起
点
と
す
る
路
線
は
越
前
人
民
の
希
望
す
る
事
業
で
は
な
い
と
批
判
し
て
東
北
鉄
道
会
社
か
ら
の
除
名
を
要
求
し

て
い
た
）
69
（

。
越
前
地
域
の
旧
藩
主
に
よ
る
除
名
請
願
は
、
旧
藩
領
か
ら
の
要
求
を
ふ
ま
え
て
の
行
動
で
あ
っ
た
。

同
年
五
月
二
四
日
、
前
田
家
は
、
越
前
地
域
の
旧
藩
主
を
除
い
て
再
度
東
北
鉄
道
会
社
設
立
を
政
府
に
請
願
し
た
）
70
（

。
請
願
で
は
、
加
賀

地
域
の
株
主
に
は
別
状
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
新
た
に
二
つ
の
条
件
を
つ
け
て
い
た
。
第
一
に
、
敷
設
路
線
は
井
上
鉄
道
局
長
の
路

線
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
坂
井
港
―
金
沢
―
伏
木
港
―
富
山
ま
で
の
路
線
工
事
を
第
一
に
着
手
し
、
坂
井
港
―
福
井
ま
で
を
後
回
し
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
越
前
地
域
の
旧
藩
主
が
発
起
人
か
ら
脱
退
し
た
こ
と
に
対
す
る
措
置
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
敷
設
資
金
の
内
三
分
一
の

払
込
期
限
を
一
年
か
ら
一
年
半
に
延
長
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
創
業
資
金
の
三
分
の
一
を
期
限
内
に
払
い
込
む
こ
と
は
、
鉄
道
局
が
工

事
に
着
手
す
る
条
件
と
な
っ
て
い
た
）
71
（

。

工
部
省
は
、
第
二
の
条
件
で
あ
る
資
金
の
払
込
期
限
の
延
長
は
不
許
可
と
し
た
。
こ
の
回
答
を
受
け
て
、
明
治
一
七
年
四
月
、
前
田
家

は
期
限
ま
で
の
株
式
募
集
の
見
込
み
が
立
た
な
く
な
っ
た
た
め
、
会
社
定
款
の
提
出
の
猶
予
を
申
請
し
た
）
72
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
東
北
鉄
道

敷
設
事
業
は
中
止
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

旧
加
賀
藩
士
族
は
、
そ
の
数
の
多
さ
、
政
治
活
動
の
激
し
さ
か
ら
、
明
治
一
〇
年
の
西
南
戦
争
以
後
も
政
府
に
よ
っ
て
動
静
が
危
険
視

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
旧
藩
士
族
の
救
済
、
不
平
士
族
へ
の
慰
撫
と
し
て
、
士
族
授
産
事
業
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。

起
業
会
は
、
旧
加
賀
藩
士
族
が
自
ら
の
授
産
事
業
を
審
議
す
る
場
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
審
議
で
は
、
士
族
授
産
事
業
は
「
旧
藩
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主
―
旧
藩
士
族
」
関
係
に
よ
る
「
旧
誼
」
に
基
づ
き
、
旧
加
賀
藩
士
族
の
み
に
事
業
の
利
益
・
対
象
を
限
定
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
見
ら

れ
た
。
そ
れ
は
、
旧
藩
領
の
地
域
全
体
の
「
富
国
」・「
国
産
増
殖
」
を
掲
げ
る
鉄
道
敷
設
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
出
資
者
で
あ

る
旧
藩
主
前
田
家
は
、
華
族
と
し
て
の
本
分
を
尽
く
す
た
め
に
全
国
的
な
視
点
か
ら
「
富
国
」
を
も
た
ら
す
鉄
道
敷
設
を
志
向
し
て
お

り
、
あ
く
ま
で
「
旧
誼
」
に
基
づ
く
事
業
を
求
め
る
旧
加
賀
藩
士
族
と
齟
齬
す
る
面
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
起
業
会
は
北
海
道
開
拓
と

鉄
道
敷
設
で
事
業
を
め
ぐ
っ
て
二
分
さ
れ
、
大
き
く
対
立
し
た
。

し
か
し
、
地
域
の
「
富
国
」
を
標
榜
す
る
鉄
道
敷
設
に
お
い
て
も
、
旧
藩
主
が
発
起
人
で
あ
る
場
合
、「
旧
誼
」
を
拭
い
去
る
こ
と
は

困
難
で
あ
っ
た
。
起
業
会
が
北
海
道
開
拓
を
士
族
授
産
事
業
と
し
て
進
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
一
方
で
、
前
田
家
は
越
前
地
域
の
旧
藩

主
・
東
西
本
願
寺
僧
正
と
共
同
で
東
北
鉄
道
敷
設
と
い
う
事
業
に
着
手
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
事
業
に
お
い
て
も
、
旧
加
賀
藩
士
族

は
、「
旧
誼
」
に
基
づ
き
発
起
人
を
旧
藩
主
の
み
に
限
定
し
続
け
る
こ
と
を
求
め
、
華
士
族
平
民
の
別
な
く
「
開
か
れ
た
」
事
業
を
求
め

る
越
前
地
域
の
旧
藩
主
と
対
立
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、「
旧
藩
主
―
旧
藩
士
族
」
に
よ
る
「
旧
誼
」
は
、
地
域
の
近
代
化
に
つ
な
が
る
事
業
を
開
始
す
る
契
機
と
な
る
一
方
で
、

「
旧
誼
」
が
強
固
に
過
ぎ
る
と
他
の
旧
藩
・
平
民
と
の
連
帯
を
阻
害
す
る
要
因
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
旧
藩
主
の
意
図
を
越
え

て
、
旧
藩
士
族
が
一
方
的
に
「
旧
誼
」
の
実
現
を
求
め
る
場
合
も
あ
っ
た
。
越
前
地
域
の
旧
藩
主
が
平
民
と
連
携
し
た
事
業
を
求
め
た
点

を
見
て
も
、
旧
加
賀
藩
士
族
の
「
旧
誼
」
は
よ
り
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
差
異
が
現
れ
た
理
由
と
し
て
、
越
前
地
域
は
政
治
運
動
を
通
し
て
地
域
の
「
一
体
化
」
が
進
展
し
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。
越
前
地
域
で
は
杉
田
定
一
を
筆
頭
と
し
て
自
由
民
権
運
動
が
活
発
で
あ
っ
た
が
、
明
治
一
三
年
の
国
会
開
設
請
願
運
動
で
は
越
前
地

域
の
士
族
・
地
主
・
商
工
業
者
が
連
携
し
て
署
名
を
集
め
て
い
た
）
73
（

。
ま
た
、
越
前
地
域
で
は
、
明
治
九
年
の
府
県
統
廃
合
に
よ
っ
て
石
川

県
に
編
入
さ
れ
て
以
来
、
越
前
を
石
川
県
か
ら
分
離
し
て
新
た
に
置
県
す
る
こ
と
を
求
め
る
分
県
運
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
明
治
一
三
年
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一
一
月
に
は
、
福
井
市
街
の
商
人
が
越
前
地
域
の
分
県
を
石
川
県
令
千
阪
高
雅
に
請
願
す
る
と
と
も
に
、
旧
藩
主
松
平
慶
永
に
も
政
府
に

分
県
を
働
き
か
け
る
よ
う
依
頼
し
て
い
た
）
74
（

。
越
前
地
域
は
、
東
北
鉄
道
敷
設
以
前
に
、
旧
藩
士
族
・
旧
藩
主
・
平
民
が
連
携
す
る
運
動
を

経
験
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
旧
加
賀
藩
よ
り
も
「
旧
誼
」
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
地
域
が
「
一
体
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
）
75
（

。「
旧
誼
」
の
強
弱
は
旧
藩
に
よ
っ
て
異
な
り
、
地
域
に
現
れ
る
影
響
力
も
様
々
な
も
の
と
な
る
。
本
稿
は
、「
旧
誼
」
に
基
づ

く
旧
藩
社
会
が
地
域
の
近
代
化
を
推
進
し
た
と
先
行
研
究
で
評
価
さ
れ
て
き
た
中
で
、
地
域
の
近
代
化
を
阻
害
し
た
事
例
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
北
陸
地
域
の
鉄
道
敷
設
は
、
明
治
二
一
年
に
敦
賀
―
金
沢
―
富
山
を
路
線
と
す
る
北
陸
鉄
道
敷
設
事
業
と
し
て
再
度
計
画
さ
れ

る
）
76
（

。
発
起
人
は
、
士
族
・
平
民
の
双
方
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
銀
行
頭
取
・
商
工
業
者
な
ど
敷
設
路
線
の
地
域
資
産
家
が
参
加
し
て

お
り
、
旧
藩
主
の
参
加
は
見
ら
れ
な
い
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、「
旧
誼
」
に
基
づ
く
士
族
授
産
事
業
よ
り
も
、
地
域
的
な
利
害
関
係

に
基
づ
く
地
域
振
興
事
業
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

柳
教
烈「
華
族
と
地
域
―
明
治
憲
法
体
制
の
確
立
期
を
中
心
に
―
」（『
神
戸
大
学
史
学
年
報
』第
一
〇
号
、
一
九
九
五
年
）。

（
2
） 

真
辺
将
之「
明
治
期「
旧
藩
士
」の
意
識
と
社
会
的
結
合
―
旧
下
総
佐
倉
藩
士
を
中
心
に
―
」（『
史
学
雑
誌
』第
一
一
四
編
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
3
） 「
特
集　

大
名
華
族
と
旧
藩
意
識
」（『
九
州
史
学
』第
一
五
九
号
、
二
〇
一
一
年
）。

（
4
） 

内
山
一
幸『
明
治
期
の
旧
藩
主
家
と
社
会
―
華
士
族
と
地
方
の
近
代
化
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）。

（
5
） 

内
山
氏
は
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
主
従
関
係
が
解
体
し
た
後
も
大
名
華
族
と
士
族
を
結
び
つ
け
る「
情
誼
」的
関
係
を「
旧
誼
」と
定
義
し
て
い
る

（
内
山
一
幸「
旧
誼
と
朝
臣
―
明
治
零
年
代
に
お
け
る
天
皇
・
華
族
・
士
族
―
」『
日
本
史
研
究
』六
五
五
号
、
二
〇
一
七
年
）。
本
稿
も
、
内
山
氏
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の
研
究
を
ふ
ま
え
、「
旧
誼
」＝
旧
藩
主
と
旧
藩
士
族
を
つ
な
ぐ
社
会
的
結
合
関
係
と
定
義
す
る
。

（
6
） 

吉
川
秀
造『
全
改
訂
版 

士
族
授
産
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
四
二
年
）。

（
7
） 

我
妻
東
策『
明
治
社
会
政
策
史
―
士
族
授
産
の
研
究
』（
三
笠
書
房
、
一
九
四
〇
年
）、
安
藤
精
一『
士
族
授
産
史
の
研
究
』（
清
文
堂
出
版
株
式
会
社
、

一
九
八
八
年
）。

（
8
） 
後
藤
致
人「
明
治
に
お
け
る
華
族
社
会
と
士
族
社
会
―
明
治
の「
お
家
騒
動
」を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
文
化
』第
六
〇
巻
第
三
・
四
号
、
一
九
九
七
年
）。

（
9
） 
奥
田
晴
樹「
金
沢
の
士
族
と
授
産
事
業
」（
橋
本
哲
哉
編『
近
代
日
本
の
地
方
都
市
―
金
沢
／
城
下
町
か
ら
近
代
都
市
へ
―
』日
本
経
済
評
論
社
、
二

〇
〇
六
年
）六
一
〜
一
〇
八
頁
。

（
10
） 

松
村
敏「
明
治
前
期
に
お
け
る
旧
加
賀
藩
主
前
田
家
の
資
産
と
投
資
意
思
決
定
過
程
―
藩
政
か
ら
華
族
家
政
へ
―
」（『
商
経
論
叢
』第
五
三
巻
第

一
・
二
合
併
号
、
二
〇
一
八
年
）。

（
11
） 

前
掲
注（
9
）奥
田
論
文
七
五
頁
。

（
12
） 

石
川
県
立
図
書
館
編『
石
川
県
史
料
』二
巻（
石
川
県
立
図
書
館
、
一
九
七
二
年
）一
一
九
〜
一
三
四
頁
。
た
だ
し
、
廃
藩
置
県
時
の
金
沢
県
の
県

域
は
加
賀
国
と
越
中
国
射
水
郡
・
新
川
郡
・
砺
波
郡
で
あ
り
、
藩
政
時
の
加
賀
国
江
沼
郡（
大
聖
寺
県
）・
越
中
国
婦
負
郡（
富
山
県
）が
除
か
れ

た
数
値
と
な
っ
て
い
る
。

（
13
） 

同
前
一
二
六
〜
一
二
八
頁
。
な
お
、
こ
の
数
値
は
加
賀
国
一
国
を
対
象
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
石
川
県
域
は
、
明
治
五
年
九
月
に
七
尾
県

の
う
ち
越
中
国
射
水
郡
・
能
登
国
を
編
入
す
る
た
め
、
明
治
五
年
の
数
値
は
九
月
以
前
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。

（
14
） 

同
前
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
。

（
15
） 

前
掲
注（
9
）奥
田
論
文
。

（
16
） 

文
化
一
二
年（
一
八
一
五
）生
ま
れ
。
文
久
二
年（
一
八
六
二
）、
島
津
久
光
の
勅
使
に
従
っ
て
入
府
。
禁
門
の
変
や
戊
辰
戦
争
の
際
は
軍
需
品
の

供
給
に
あ
た
っ
た
。
明
治
二
年
に
薩
摩
藩
参
政
、
翌
年
に
少
弁
に
昇
進
し
た
。
廃
藩
置
県
に
伴
っ
て
、
金
沢
県
参
事
つ
い
で
初
代
石
川
県
令
に
就

任
。
明
治
八
年（
一
八
七
五
）石
川
県
令
を
辞
任
し
た
。
そ
の
後
、
久
光
を
輔
佐
し
て
国
事
に
つ
く
し
、
島
津
家
令
を
つ
と
め
た
。

（
17
） 『
石
川
県
史
』第
四
編（
石
川
県
、
一
九
三
一
年
）二
二
七
〜
二
三
二
頁
、『
稿
本
金
沢
市
史
』政
治
編
第
一（
金
沢
市
役
所
、
一
九
三
三
年
）七
二
〜

八
一
頁
、
奥
田
晴
樹『
明
治
維
新
と
府
県
制
度
の
成
立
』（
角
川
文
化
振
興
財
団
、
二
〇
一
八
年
）第
二
編
第
三
章
。
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（
18
） 

大
島
美
津
子『
明
治
国
家
と
地
域
社
会
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）四
八
〜
六
六
頁
。

（
19
） 「（
明
治
四
年
）一
〇
月
五
日
付
西
郷
吉
之
助
・
大
久
保
一
蔵
・
得
能
良
助
・
伊
集
院
直
之
助
宛
内
田
政
風
書
簡
」（
立
教
大
学
日
本
史
研
究
室
編『
大

久
保
利
通
関
係
文
書
』第
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）一
一
〇
〜
一
一
二
頁
。
な
お
、
書
簡
中
に
藤
勉
一（
杉
村
寛
正
）・
坪
内
金
吾
を

権
大
参
事
に
任
命
す
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
藤
・
坪
内
が
権
大
参
事
に
任
官
し
た
の
が
明
治
四
年
で
あ
る
た
め
、
書
簡
の
年
代
を
明
治
四
年
と

比
定
し
た
。

（
20
） 

忠
告
社
に
つ
い
て
は
、
森
山
誠
一「
加
越
能
自
由
民
権
運
動
史
料（
四
）―
加
賀「
忠
告
社
」関
係
資
料
―
」（『
金
沢
経
済
大
学
論
集
』第
二
五
巻
第

三
号
、
一
九
九
二
年
）を
参
照
。

（
21
） 「
大
正
一
五
年
一
一
月
二
一
日
の
例
会
に
於
け
る
後
藤
松
吉
郎
氏
の「
明
治
八
年
地
方
官
会
議
の
議
案
の
実
施
、
又
其
前
後
に
於
け
る
地
方
の
状

況
」に
関
す
る
談
話
」（『
史
談
会
速
記
録
』第
三
六
三
輯
、
史
談
会
、
一
九
二
七
年
、
四
八
八
〜
四
八
九
頁
、
本
稿
で
は
原
書
房
か
ら
一
九
七
五
年

に
復
刊
さ
れ
た
も
の
を
使
用
）。
後
藤
は
、
嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）年
生
ま
れ
の
元
大
聖
寺
藩
士
。
明
治
一
〇
年（
一
八
七
七
）兵
庫
県
十
等
警
部

と
な
っ
た
。
明
治
二
一
年（
一
八
八
八
）に
東
京
始
審
裁
判
所
詰
と
な
り
、
翌
年
警
視
庁
五
等
警
視
に
昇
任
。
明
治
二
三（
一
八
九
〇
）に
山
口
県

警
察
部
長
に
転
任
し
、
後
に
台
湾
民
政
局
庶
務
部
長
・
福
井
県
書
記
官
を
歴
任
し
た（
草
山
巌『
兵
庫
警
察
の
誕
生
―
幕
末
か
ら
明
治
の
世
相
―
』

慶
應
通
信
株
式
会
社
、
一
九
八
四
年
、
二
八
五
〜
二
八
六
頁
）。
な
お
、
後
藤
の
回
想
に
つ
い
て
は
、
前
掲
森
山
論
文
が
所
在
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
22
） 

弘
化
元
年（
一
八
四
四
）生
ま
れ
。
別
名
、
杉
村
寛
正
。
明
治
三
年
金
沢
藩
少
属
・
軍
事
掛
に
任
官
し
、
廃
藩
置
県
後
も
権
大
参
事
を
務
め
る
な

ど
県
官
の
要
職
を
占
め
た
。
明
治
六
年
に
依
願
退
職
し
、
忠
告
社
首
領
と
し
て
政
治
活
動
に
邁
進
し
た
。
明
治
二
二
年（
一
八
八
九
）に
能
美
郡

長
に
就
任
。
第
一
回
・
二
回
・
四
回
衆
議
院
議
員
を
務
め
た
。
大
正
五
年（
一
九
一
六
）没
。

（
23
） 

嘉
永
元
年（
一
八
四
八
）生
ま
れ
。
元
治
元
年（
一
八
六
四
）の
長
州
征
伐
に
従
軍
。
廃
藩
置
県
後
は
、
石
川
県
内
の
不
平
士
族
の
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
萩
の
乱
・
西
南
戦
争
に
呼
応
し
よ
う
と
す
る
も
失
敗
。
明
治
一
一
年（
一
八
七
八
）五
月
一
四
日
、
東
京
紀
尾
井
町
に
て
大
久
保
利
通
を
暗
殺

し
、
首
謀
犯
と
し
て
同
年
七
月
二
七
日
に
斬
首
刑
に
処
さ
れ
た
。

（
24
） 

安
政
元
年（
一
八
五
四
）加
賀
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
る
。
幼
い
頃
か
ら
剣
術
・
槍
術
を
学
ん
だ
。
明
治
一
〇
年
の
西
南
戦
争
に
島
田
一
郎
ら
が
呼

応
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
に
反
対
。
明
治
一
三
年（
一
八
八
〇
）に
金
沢
区
選
出
の
県
会
議
員
と
な
り
、
そ
の
後
盈
進
社
と
い
う
政
治
結
社
を

組
織
し
国
会
開
設
運
動
に
参
加
し
た
。
明
治
二
三
年
の
第
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
石
川
県
第
一
区
か
ら
当
選
し
た
。
明
治
四
四
年（
一
九
一
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一
）没
。

（
25
） 「
明
治
八
年
八
月
三
日
付
伊
藤
博
文
宛
大
久
保
利
通
書
簡
」（
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』三
、
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）

二
三
〇
〜
二
三
一
頁
。

（
26
） 「
明
治
九
年
六
月
一
五
日
付
大
久
保
利
通
宛
川
路
利
良
書
簡
」（
前
掲
注（
19
）『
大
久
保
利
通
関
係
文
書
』第
二
巻
）二
九
四
〜
二
九
五
頁
。

（
27
） 「
明
治
一
一
年
九
月
二
七
日
付
伊
藤
博
文
宛
川
路
利
良
書
簡
」（
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』四
、
塙
書
房
、
一
九
七
六

年
）一
四
九
〜
一
五
〇
頁
。

（
28
） 「（
明
治
一
一
年
末
）石
川
・
滋
賀
・
三
重
三
県
県
治
及
ビ
経
済
産
業
状
況
探
索
書
」（『
大
隈
文
書
』第
二
巻
、
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
一

九
五
九
年
）二
四
九
〜
二
五
〇
頁
。

（
29
） 

明
治
一
〇
年
の
西
南
戦
争
以
後
も
、
明
治
政
府
は
旧
加
賀
藩
士
族
と
旧
主
島
津
久
光
の
家
扶
と
な
り
鹿
児
島
に
い
た
内
田
政
風
と
の
通
信
往
来
を

検
閲
し
て
い
た（「
明
治
一
一
年
川
路
利
良
宛
奥
村
進
陟
・
木
村
定
勝
連
名
報
告
」、
前
掲
注（
27
）『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』四
、
一
五
一
頁
）。

（
30
） 

前
掲
注（
28
）。
た
だ
し
、
石
川
県
で
は
旧
藩
士
族
と
県
庁
の
結
合
は
簡
単
に
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。「
難
治
県
」を
分
析
す
る
指
標
と
し
て
県
庁
官

員
の
地
元
出
身
者
率
が
あ
る（
前
掲
注（
18
）大
島
著
書
二
八
頁
・
七
一
頁
）。
明
治
政
府
は
、
明
治
九
年
に
三
府
五
九
県
を
三
府
三
五
県
に
削
減

す
る
府
県
統
廃
合
を
実
施
し
た
が
、
こ
れ
は
旧
藩
士
族
が
占
拠
す
る
県
庁
官
員
を
整
理
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
明
治
一
〇
年
の
石
川
県
庁

官
員
二
〇
九
名
の
う
ち
、
石
川
県（
加
賀
・
能
登
）出
身
者
は
一
五
六
名
で
あ
り
、
全
体
の
七
四
％
を
占
め
て
い
た（『
石
川
県
職
員
録
明
治
一
〇

年
』、
池
善
平
等
、
一
八
八
九
年
）。
こ
れ
は
、
鹿
児
島
県
に
次
い
で
全
国
で
二
番
目
に
高
い
比
率
で
あ
る
。
そ
の
官
員
数
に
ど
れ
ほ
ど
の
旧
加
賀

藩
士
族
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
、「
難
治
県
」石
川
県
は
解
体
さ
れ
た
の
か
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
31
） 「
起
業
会
議
規
則
」（
Ｋ
三

－

四
二
四
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
）。
以
下
、
起
業
会
の
概
要
に
つ
い
て
は
同
史
料
と
前
掲
注（
9
）

奥
田
論
文
を
参
照
。

（
32
） 「
起
業
会
ニ
関
ス
ル
書
」（
Ｋ
三

－

四
二
五
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
）。

（
33
） 「
明
治
一
三
年
四
月
疋
田
直
一
ら
、
旧
藩
士
会
議
召
集
を
前
田
家
に
上
書
」（
金
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
金
沢
市
史 

資
料
編
一
二
近
代
二
』金
沢

市
、
二
〇
〇
三
年
）二
九
一
〜
二
九
三
頁
。

（
34
） 

貞
享
三
年（
一
六
八
六
）五
代
藩
主
綱
紀
の
時
に
加
賀
藩
の
職
制
改
革
で
定
め
ら
れ
た
一
万
石
以
上
の
世
襲
の
家
老
職
。
本
多
家（
五
万
石
）、
長
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家（
三
万
三
〇
〇
〇
石
）、
横
山
家（
三
万
石
）、
前
田
長
種
系（
一
万
八
〇
〇
〇
石
）、
村
井
家（
一
万
六
五
〇
〇
石
）、
奥
村
本
家（
一
万
三
〇
〇
〇

石
）、
奥
村
支
家（
一
万
二
〇
〇
〇
石
）、
前
田
直
之
系（
一
万
一
〇
〇
〇
石
）の
八
つ
の
家
が「
八
家
」と
定
め
ら
れ
た
。

（
35
） 
前
掲
注（
31
）「
起
業
会
議
規
則
」。

（
36
） 「
起
業
会
建
議
案
目
次
」（『
起
業
会
建
議
案
』所
収
、
Ｋ
六

－
九
五
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
）。
以
下
で
使
用
す
る
起
業
会
の

建
議
案
は
全
て『
起
業
会
建
議
案
』所
収
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
建
議
案
の
名
称
の
み
記
す
。

（
37
） 「
建
議
案
第
三
五
号 

開
拓
ノ
建
議
」。
こ
の
建
議
案
に
は
、
建
議
者
六
名
の
氏
名
に
加
え
て「
外
二
千
六
百
六
人
連
印
」と
な
っ
て
い
る
。

（
38
） 「
建
議
案
第
二
号
」。

（
39
） 

前
掲
注（
37
）「
建
議
案
第
三
五
号 

開
拓
ノ
建
議
」。

（
40
） 「
建
議
案
第
七
号 

物
産
会
社
設
立
説
」、「
建
議
案
第
二
四
号
」。

（
41
） 「
建
議
案
第
五
号 

起
業
建
議
案
」、「
建
議
案
第
一
三
号
」。

（
42
） 「
建
議
案
第
一
八
号
」。

（
43
） 

建
議
案
に
よ
る
と
、
旧「
八
家
」横
山
家
は
起
業
会
総
代
議
員
の
当
選
の
辞
退
を
希
望
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
横
山
家
は
、
明
治
一
五
年

頃
か
ら
石
川
県
の
尾
小
屋
鉱
山
の
開
発
に
着
手
し
、
旧「
八
家
」の
中
で
唯
一
資
本
家
・
実
業
家
と
し
て
成
功
し
て
い
る（
松
村
敏「
明
治
前
期
、

旧
加
賀
藩
家
老
横
山
家
の
金
融
業
経
営
と
鉱
山
業
へ
の
転
換
―
鉱
山
華
族
横
山
家
の
研
究（
1
）―
」『
商
経
論
叢
』第
五
三
巻
第
一
号
・
二
号
、
二

〇
一
八
年
）。
建
議
案
に
お
け
る
横
山
家
の
意
見
は
、
旧
家
老
全
般
の
性
質
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
44
） 「
建
議
案
第
三
〇
号
」、「
建
議
案
第
三
二
号
」、「
建
議
案
三
七
号
」。

（
45
） 「
建
議
案
第
三
〇
号
」に
は
、
一
九
九
名
の
賛
同
者
の
署
名
が
あ
る
。

（
46
） 

明
治
一
二
年（
一
八
七
九
）に
米
原
―
敦
賀
間
の
官
鉄
敷
設
が
決
定
し
た
。
そ
の
後
、
長
浜
―
敦
賀
間
に
路
線
を
変
更
し
、
明
治
一
七
年（
一
八
八

四
）四
月
に
柳
ヶ
瀬
隧
道
が
開
通
し
た
こ
と
に
よ
り
、
敦
賀
は
官
鉄
と
接
続
し
た（
日
本
国
有
鉄
道
編『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』第
二
巻
、
日
本

国
有
鉄
道
、
一
九
七
〇
年
、
一
八
四
〜
一
九
七
頁
）。

（
47
） 

以
下
、
鉄
道
派
と
開
拓
派
の
対
立
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
9
）奥
田
論
文
、
前
掲
注（
17
）『
稿
本
金
沢
市
史
』政
治
編
第
一（
二
四
四
〜
二
七
七
頁
）、

『
石
川
県
史
』第
四
編（
二
八
二
〜
三
〇
三
頁
）を
参
照
。
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（
48
） 「
三
七
七
、
小
倉
信
近
報
告
書
」（
日
本
大
学
大
学
史
編
纂
室
編『
山
田
伯
爵
家
文
書
』二
、
日
本
大
学
、
一
九
九
一
年
）二
六
八
〜
二
七
五
頁
。

（
49
） 

前
掲
注（
10
）松
村
論
文
。

（
50
） 

以
下
、
起
業
会
・
起
業
社
の
北
海
道
開
拓
に
つ
い
て
の
記
述
は
前
掲
注（
9
）奥
田
論
文
に
よ
る
。

（
51
） 「
上
申
書
」（
日
本
国
有
鉄
道
総
裁
室
修
史
課
編『
工
部
省
記
録
鉄
道
之
部 

自
巻
二
十
三
至
巻
二
十
六
』日
本
国
有
鉄
道
、
一
九
七
七
年
）九
頁
。
以

下
、
本
節
の
記
述
は
同
史
料
に
よ
る
。

（
52
） 
小
谷
正
典「
福
井
県
に
お
け
る
北
陸
線
敷
設
運
動
の
展
開（
一
）―
敦
賀
・
長
濱
間
の
鉄
道
敷
設
と
東
北
鉄
道
会
社
の
設
立
―
」（『
福
井
県
史
研
究
』

七
号
、
一
九
九
〇
年
）、
中
村
尚
史『
日
本
鉄
道
業
の
形
成
：
一
八
六
九
〜
一
八
九
四
年
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
八
年
）九
〇
〜
九
二
頁
。

（
53
） 

四
日
市
港
は
、
明
治
三
年（
一
八
七
〇
）に
四
日
市
港
―
東
京
港
間
の
汽
船
航
路
が
開
通
、
明
治
八
年（
一
八
七
五
）に
は
三
菱
汽
船
会
社
が
伊
勢

湾
―
東
京
横
浜
間
の
定
期
航
路
を
開
設
し
て
お
り
、
東
京
と
近
畿
地
方
を
結
ぶ
重
要
港
で
あ
っ
た（
武
知
京
三「
四
日
市
港
を
め
ぐ
る
海
運
の
動

向
」、
山
本
弘
文
編『
近
代
交
通
成
立
史
の
研
究
』所
収
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
四
年
）。

（
54
） 

天
保
一
四
年（
一
八
四
三
）生
ま
れ
。
明
治
六
年
に
石
川
県
勧
業
課
長
と
な
る
が
、
明
治
八
年
に
依
願
退
職
。
明
治
一
〇
年
に
金
沢
銅
器
会
社
・

金
沢
撚
糸
会
社
を
設
立
し
、
士
族
授
産
事
業
を
展
開
し
た
。
明
治
二
六
年（
一
八
九
三
）か
ら
明
治
三
〇
年（
一
八
九
七
）ま
で
第
二
代
金
沢
市
長

を
務
め
た
。
明
治
四
〇
年（
一
九
〇
七
）死
去
。

（
55
） 

嘉
永
三
年（
一
八
五
〇
）生
ま
れ
。
廃
藩
置
県
後
、
戸
長
、
金
沢
二
一
区
中
学
区
取
締
、
石
川
県
第
一
区
長
を
務
め
た
。

（
56
） 

前
掲
注（
52
）中
村
著
書
九
一
頁
。

（
57
） 

富
山
県
立
図
書
館
所
蔵
。
以
下
、
こ
の
史
料
を
引
用
す
る
場
合
は『
鉄
道
一
件
書
類
』と
出
典
を
表
記
す
る
。
こ
の
史
料
は「
東
北
鉄
道
会
社 

富
山

取
扱
所
」の
罫
紙
を
用
い
て
お
り
、
東
北
鉄
道
会
社
富
山
取
扱
所
で
会
社
の
通
知
・
意
見
書
な
ど
を
ま
と
め
た
簿
冊
で
あ
る
。
中
村
氏
も
こ
の
史

料
を
使
用
し
て
い
る
が
、
株
主
募
集
に
関
す
る
意
見
書
の
部
分
に
は
分
析
が
及
ん
で
い
な
い
。

（
58
） 「
主
唱
発
起
人
権
限
」（『
鉄
道
一
件
書
類
』所
収
）。

（
59
） 「
金
沢
事
務
所
ヨ
リ
越
前
へ
内
議
案
」（『
鉄
道
一
件
書
類
』所
収
）。

（
60
） 「
明
治
一
四
年
九
月
神
尾
玿
太
郎
、
起
業
会
解
散
に
付
き
建
言
」（
奥
田
晴
樹「
起
業
会
存
廃
問
題
関
係
建
議
」、『
市
史
か
な
ざ
わ
』一
〇
号
、
二
〇

〇
四
年
）一
〇
〇
〜
一
〇
二
頁
。
な
お
、
神
尾
は
、
東
北
鉄
道
敷
設
事
業
に
反
対
し
、
起
業
会
の
存
続
を
主
張
し
て
い
る
点
か
ら
、
開
拓
派
に
近
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明治前期における士族授産事業と旧藩社会

い
士
族
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
61
） 「
東
北
鉄
道
会
社
創
立
発
起
人
ノ
区
域
ヲ
広
メ
若
干
株
以
上
ヲ
出
金
ス
ル
者
ハ
何
人
ヲ
論
セ
ス
発
起
人
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
ノ
議
」（『
鉄
道
一
件
書

類
』所
収
）。
連
名
の
内
訳
は
、
松
平
茂
昭
・
松
平
慶
永
・
土
井
利
恒
・
本
多
副
元
・
小
笠
原
長
育
・
有
馬
道
純
・
間
部
詮
道
で
あ
る
。

（
62
） 「
鉄
道
建
築
工
事
ハ
政
府
ニ
依
頼
シ
鉄
道
局
ト
條
約
ヲ
結
ヒ
一
切
ノ
工
事
ヲ
該
局
ニ
負
担
セ
シ
ム
ル
ノ
議
」（『
鉄
道
一
件
書
類
』所
収
）。

（
63
） 「
明
治
一
四
年
一
一
月
一
四
日
付
東
北
鉄
道
会
社
金
沢
委
員
横
山
隆
平
宛
東
北
鉄
道
会
社
東
京
委
員
長
谷
川
準
也
・
中
村
俊
次
郞
書
簡
」（『
鉄
道
一

件
書
類
』所
収
）。

（
64
） 「
写
」（『
鉄
道
一
件
書
類
』所
収
）。

（
65
） 「
明
治
一
四
年
九
月
二
六
日
付
武
田
正
規
・
中
川
祐
順
・
岡
三
弥
ほ
か
四
名
宛
大
谷
派
本
願
寺
執
事
渥
美
契
縁
書
簡
」（『
鉄
道
一
件
書
類
』所
収
）。

 
 

『
鉄
道
一
件
書
類
』に
よ
れ
ば
、
武
田
武
規
は
松
平
茂
昭
代
理
、
中
川
祐
順
は
松
平
慶
永
代
理
、
岡
三
弥
は
土
井
利
恒
代
理
と
な
っ
て
い
る
。

（
66
） 

前
掲
注（
64
）「
写
」。
社
長
選
出
案
に
対
し
て
、
越
前
地
域
の
旧
藩
主
・
東
西
本
願
寺
の
僧
正
が「
賛
成
」と
な
っ
て
い
る
が
、
前
田
利
嗣
・
齋
泰
・

利
同
・
利
鬯
・
利
武
の
前
田
家
一
同
は
回
答
の
表
記
が
な
い
。

（
67
） 「
東
北
鉄
道
線
路
之
義
ニ
付
上
申
書
」（
前
掲
注（
51
）『
工
部
省
記
録
』六
一
〜
六
七
頁
）。

（
68
） 「
東
北
鉄
道
会
社
創
立
請
願
発
起
人
除
名
ニ
付
上
申
」（
同
前
八
一
〜
八
二
頁
）。

（
69
） 「
雑
報
」（『
福
井
新
聞
』明
治
一
六
年
一
月
二
一
日
、
福
井
県
立
図
書
館
所
蔵
）。『
福
井
新
聞
』は
明
治
一
四
年
一
〇
月
に
創
刊
。
自
由
民
権
運
動
に

批
判
的
な
旧
福
井
藩
士
族
が
中
心
と
な
っ
て
発
刊
し
た
改
進
党
系
の
新
聞
で
あ
る
。

（
70
） 「
前
田
利
嗣
外
六
名
ヨ
リ
東
北
鉄
道
会
社
創
設
ノ
義
再
願
」（
前
掲
注（
51
）『
工
部
省
記
録
』八
四
〜
九
〇
頁
）。

（
71
） 「
東
北
鉄
道
会
社
創
立
願
出
ニ
付
ケ
條
書
ヲ
以
石
川
福
井
両
県
令
ヘ
内
達
」（
同
前
六
七
〜
七
〇
頁
）。

（
72
） 「
石
川
県
ヨ
リ
東
北
鉄
道
会
社
創
立
ノ
儀
上
申
」（
同
前
九
三
〜
九
五
頁
）。

（
73
） 『
福
井
県
史
』通
史
編
5
近
現
代
一（
福
井
県
、
一
九
九
四
年
）一
一
〇
〜
一
一
五
頁
。
た
だ
し
、
越
前
地
域
の
中
で
も
、
勝
山
・
武
生
の
旧
藩
士

族
は
国
会
開
設
請
願
運
動
に
お
い
て
杉
田
定
一
ら
平
民
層
と
連
携
し
て
い
た
が
、
旧
福
井
藩
士
族
は
一
貫
し
て
杉
田
定
一
ら
の
自
由
民
権
運
動
に

対
抗
し
て
い
た（
大
槻
弘『
越
前
自
由
民
権
運
動
の
研
究
』法
律
文
化
社
、
一
九
八
〇
年
、
五
一
〜
五
三
頁
）。

（
74
） 

前
掲
注（
73
）『
福
井
県
史
』一
四
八
頁
、「
石
川
県
ノ
節
福
井
県
分
県
之
願
、
県
庁
分
立
之
儀
ニ
付
献
言
、（
岩
井
喜
右
衛
門
願
書
）、
福
井
県
設
置
の
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太
政
官
布
告
写
し
」（『
松
平
文
庫
』Ａ
〇
一
四
三

－

〇
〇
七
〇
一
、
福
井
県
文
書
館
所
蔵
）。

（
75
） 

た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
地
域
の「
一
体
化
」と
は
、
あ
く
ま
で
旧
藩
社
会
と
地
域
が
連
携
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
福
井
県
は
、
越
前
・
若
狭
を

県
域
と
し
て
置
県
さ
れ
た
が
、
若
狭
地
域
の
住
民
は
元
の
滋
賀
県
に
戻
る
こ
と
を
要
求
し
続
け
て
お
り
、
県
内
が
一
体
化
し
て
い
た
と
は
言
い
難

い
。
近
代
日
本
に
お
い
て
旧
国
と
い
う
地
理
的
範
囲
が
持
っ
た
意
義
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。

（
76
） 「
北
陸
鉄
道
会
社
出
願
越
中
富
山
ヨ
リ
敦
賀
迄
及
越
中
国
守
山
ヨ
リ
伏
木
ニ
至
ル
鉄
道
敷
設
線
路
測
量
ヲ
許
可
ス
」（『
公
文
類
聚
・
第
十
三
編
・
明

治
二
十
二
年
・
第
四
十
七
巻
・
運
輸
七
・
橋
道
鉄
道
附
二
』類
〇
〇
四
三
二
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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SUMMARY

�e Project of Providing Former Samurai with Employment and Feudal 
Domain Society in the Early Meiji Era:

A Case of Ishikawa Prefecture

Takayuki Hamada

In recent years, it has been often discussed that the relationship with the 
feudal lord and his territory in modern society. But these studies tends to pro-
vide the conclusion that the feudal lord or the social network of former Samurai 
promotes them regional modernization. �e purpose of this study is examining 
their in�uence.

As a case, this study analyzes the association which consists of former Sa-
murai and the project of railway construction for providing them employment. 
�is project associates with many of feudal lords in the area of Hokuriku region. 
In this project, a part of feudal Samurai of Kaga domain prefer to do it alone. As 
a reason for that their relationship with their feudal lord so �rm that refuse to 
cooperate with other feudal domain, Heimin class.

In conclusion, the relationship with the feudal lord and his vassal not only 
to contribute modernization but also to disturb building of community.

25


